
標題　　　　　：自治労青年部第 回定期総会の開催について（その１：大会の詳細等）68
発信番号　　　：自治労発 第 号2023 0792
発信日付　　　： 年 月 日2023 6 16
宛先（団体）　：
宛先　　　　　：各県本部委員長様 青年部常任委員様 各県本部青年部長様, ,
送信者（団体）：全日本自治団体労働組合
送信者　　　　：中央執行委員長　　川本　淳

　連日のご奮闘に心より敬意を表します。
　自治労規約及び青年部規則第７条に基づき、自治労青年部第 回定期総会を開催しますので、各県本68
部からの出席を要請いたします。 
 

記
 
　１．日　時　　 年８月 日（土）～ 日（日）2023 26 27
　　　　　　　　　　 日（土） 　 ： 受付　　 ： 開会 ～ ： （議事終了）26  10 00 11 00   17 00

※ ： 議事終了後、構内にて夕食交流会実施（ 時前                                    17 00 19
終了予定）
　　　　　　　　　　 日（日）　 ： 受付　　 ： 再開 ～ ： 全日程終了）27    9 00 10 00   16 00(
 

　２．場　所　　函館大学　キャンパス内
　　　　　　　　　〒 北海道函館市高丘町 　042-0955 51-1
　　　　　　　　　　アクセス：https://www.hakodate-u.ac.jp/access/

 
　３．議　題　　（１） 年度活動経過報告2023
　　　　　　　　　（２） 年度活動総括2023
　　　　　　　　　（３） 年度活動方針2024
　　　　　　　　　（４）当面の闘争方針
　　　　　　　　　（５）役員選挙等
　　　　　　　　　（６）その他
 
　４．代議員・傍聴者の報告等について
　　（１）下記リンクより、７月 日（金）正午までにキントーンにご報告ください。14
　　　　　 ：URL https://jichiro.cybozu.com/k/781/
 
　　（２）開催方法は対面のみとし、 での配信は予定しません。（会場での発言等録画のみ予定）WEB
　　　　 傍聴者については、特に人数制限を設けません。 
 
 
　５．代議員について
　　（１）青年部規則第７条に基づき、以下のとおりとします。
　　　　　代議員５人（県本部組合員登録数 万 人以上）　 北海道、東京4 1      
　　　　　代議員４人（県本部組合員登録数 万 人～ 万）　　 神奈川、大阪、兵庫3 1 4  
　　　　　代議員３人（県本部組合員登録数 万 人～ 万）　なし2 5,001 3
　　　　　代議員２人　　上記以外の県本部、社保労連
 
　　（２）代議員証は別途送付しますので、総会当日は必ず持参してください。

※　　　　　 傍聴券は総会当日の受付での配布となります。
 



　６．議案の配布等について
　　（１）議案書は総会の１ヶ月前、経過報告等は 週間前までには配布等を実施します。2
　　　　　・議案書のデータでの配信は遅くとも 月 日までには実施します。7 26
　　　　　・その他経過報告等のデータ配信は遅くとも 月 日までには実施します。8 11
　　　　　・報告のあった代議員数の議案集・経過報告等は県本部宛に送付します。
　　（２）・地方提出議案・修正案等は、事前に のキントーンで報告の上、4.(1)
　　　　　 各 部印刷し、当日持参ください。 250
　　　　　・８月１８日（金）１７：００までに下記アドレスにデータでも提出ください。
　　　　　　　提出先メールアドレス：seinenbu@jichiro.gr.jp

　
　７．全体討論等における発言について
　　　円滑な議事運営と、討論時間の確保のために、発言の事前エントリーを行います。

※　　　　 あくまで円滑な運営をめざすもので、登録以外の発言を制限する趣旨ではありません。
※　　　　 討論時間には限りがあるため、すべての発言が保証できなくなることをご了承ください。

 
　　 　【事前エントリーの方法】 

　　　　　発言を希望する県本部は、以下のキントーンに登録をお願いします。
　　　　　 ：URL https://jichiro.cybozu.com/k/537/
　　　　　・発言内容を入力した や 等のファイルを添付してください。Word PDF
　　　　　・発言作成の際については、別添「発言作成の際の留意事項」をご参考ください。
 
　　　【留意事項】　　
　　　　　 発言は１人５分程度（最大７分）とします。①
　　　　　 議事日程の都合上、発言順のご希望は受け付けられませんのでご了承ください。②
　　　　　 答弁の事前配布はありません。③
 
　　　【登録締め切り】

※　　　　　８月２１日（月）　１７時００分（ 締切厳守）　
※　　　　　 確実に期限までの登録をお願いします。

  

　８．宿泊・旅費等について
　　　（１）代議員・傍聴者の旅費・宿泊費・昼食などは各県本部負担となります。
　　　（２）本部青年部常任委員については、昼食を含め本部で負担します。
　　　　　 なお、宿泊については各自で手配願います。 
 
９． 月 日議事終了後の夕食交流会の実施について  8 26

　　　・初日の日程終了後　１９時までの間、大学内にて飲食を伴う交流会を実施予定です。
　　　（県本部同士の交流・情報・意見交換の場として設定予定。）
　　　・参加費は飲食等の用意の関係からおひとり 円前後で調整中です。2,500
　　　・参加を希望する場合にはキントーンに合わせてご登録ください。
　　　・会場の都合等で中止となる場合もありますがご了承ください。
 
．「運動見本市の開催」と各県の運動資料の送付のお願い 10

　　　・当日会場の空スペースにてこの間青年部で各県から提供された運動資料を展示予定です。
※　　　　　 教宣や議案集、権利手帳等を展示予定です。（「運動見本市」というタイトルで開催予定）

　　　 ・各県本部の皆さんの方でも、県本部や単組の具体的な取り組み・教宣紙や議案集等を 
　　　　　ぜひとも本部にお寄せください。（当日会場にて展示させていただきます。）

※　　　　　 また、将来への運動資料としての引継ぎの為、適宜データでの送付もお願いします。
　　　 ・会場展示及び送付・整理等の関係から、本部への送付は７月末をひとまずの目安とします。 

※　　　　　 なお、当日会場持ち込みも可能とします。）



　　　　　　　送付先：１０２－８４６４　東京都千代田区六番町１　自治労会館５ F
　　　　　　　　　　　　　青年部長　兒玉　聖史　宛
　　　　　　　　　　　　　データでの送付先：seinenbu@jichiro.gr.jp
             ※ご不明点や相談等：０９０－５３０７－４８４０（兒玉直通電話番号） 
．その他　　 11

　　　（１）託児保育が必要な場合は、別途設置される託児所をご利用ください。（詳細は別紙参照）
　　　（２）代議員・傍聴者の弁当注文は、基本組織の申込書に併せてご記入の上ご提出ください。

※　　　　　　 参考に様式を添付します。なお、本部青年部常任委員・道本部青年部の大会実行
　　　　　　　 委員会の分は本部青年部で申し込むため計上不要です。 
　　　（３）移動については、バス・路面電車等の公共交通機関やタクシーなどで各自ご移動を
　　　　　　お願いします。なお、シャトルバスの準備はございません。
　　　（４）総会前日～総会全日程終了後までの緊急連絡先は　 　です。090-5401-8504
　　　（５）本総会は電子投票システムを用いて出欠席や投票等行います。（詳細は別途ご連絡します。）
　　　（６）本部大会要項を参考に添付します。ご参考の上お申し込みください。
　　　 

　　　　　　　　　 ご不明な点等ございましたら、青年部：兒玉・唐牛までお問い合わせください。 
　　　　　　　　　　　 ： 　　 ：TEL 03-3263-0271 FAX 03-5210-7422

添付ファイル　：
発言作成の際の留意事項.pdf
【別紙 】自治労第 回定期大会（北海道大会）開催要綱5 97 .docx
【別紙 】＜別紙２＞昼食（お弁当）申込書・変更届5 +.xlsx
【別紙 】＜別紙３＞託児所利用申込書5 .xlsx


